
第193回藤沢市都市計画審議会
資料２

特定生産緑地の指定について

議第２号



指定から３０年を迎える生産緑地地区について

→ 特定生産緑地への指定が可能

特定生産緑地の効力
◆営農の義務（行為の制限）が１０年延長
◆買取り申出ができるまでの期間が１０年延長
◆従来の税制優遇措置の継続 １０年延長

特定生産緑地に指定しない場合
◆市に対していつでも買取り申出が可能
◆固定資産税・都市計画税が段階的に宅地並み課税に移行
◆次の相続発生時における相続税の納税猶予適用外

特定生産緑地制度について 1



特定生産緑地の指定について 2
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• 建築基準法第４３条の規定に適合するもの

• 建築基準法第４２条に規定する道路又は道等から容
易に入ることができる土地で、農地として利用する部
分の勾配が３０度を超えないもの

• おおむね整形な形状であること

指定基準１

公共施設等
としての
適地

• ３００㎡以上であること

• 物理的に一体的なまとまりを持つ、一団の土地であ
ること（ただし、幅員６ｍ以下の道等であれば、一団
の土地とみなす。）

指定基準２

区域の規模

• １０年以上、継続的な営農ができると判断されるもの

• 適正な肥培管理がされており、隣接家屋の庭等との
区分が明らかなものであるもの

• 原則として、隣接地等へ土砂の流出のおそれのない
もの

指定基準３

農林漁業
継続可能
条件

特定生産緑地の指定基準について 3



生産緑地地区の指定から30年を迎える日
→「申出基準日」

特定生産緑地の指定は「申出基準日」までに行う必要がある

【今回の指定対象とした生産緑地地区】

1995年（平成7年）12月26日指定の生産緑地地区

→2025年（令和7年）12月26日（申出基準日）が
特定生産緑地指定の期限

特定生産緑地指定対象について 4



特定生産緑地指定の意向について 5

箇所 面積

2021年（令和３年）
に指定済

1箇所 約0.1ha

今回指定予定 13箇所 約1.5ha

指定しない 2箇所 約0.1ha

合 計 16箇所 約1.7ha



既に指定されてい
る区域

新たに指定する
区域

-25 菖蒲沢 字大平地内 2025年12月26日

-25 菖蒲沢 字大平地内 2025年12月26日

-25 菖蒲沢 字大平地内 2025年12月26日

132 -25 遠藤 字菖蒲沢境地内 132 1,470 630 840 2025年12月26日 2

136 -25 遠藤 字菖蒲沢境地内 136 1,120 950 170 2025年12月26日 3

138 -25 遠藤 字菖蒲沢境地内 138 1,750 1,520 230 2025年12月26日 3

181 -25 遠藤 字菖蒲沢境地内 181 720 0 720 2025年12月26日 3

582 -25 菖蒲沢 字仲ノ桜地内 582 1,270 0 1,270 2025年12月26日 1

-25 菖蒲沢 字仲ノ桜地内 2025年12月26日

-25 菖蒲沢 字仲ノ桜地内 2025年12月26日

-25 菖蒲沢 字仲ノ桜地内 2025年12月26日

585 -25 石川 字大山地内 585 740 0 740 2025年12月26日 4

586 -25 石川 字大山地内 586 900 0 900 2025年12月26日 4

587 -25 亀井野 字土橋地内 587 690 0 690 2025年12月26日 5

-25 亀井野 字狼谷地内 2025年12月26日

-25 亀井野 字狼谷地内 2025年12月26日

-25 亀井野 字下屋敷添地内 2025年12月26日

-25 亀井野 字下屋敷添地内 2025年12月26日

-25 亀井野 字下屋敷添地内 2025年12月26日

-25 大庭 字丸山地内 2025年12月26日

-25 大庭 字丸山地内 2025年12月26日

-25 大庭 字丸山地内 2025年12月26日

-25 大庭 字丸山地内 2025年12月26日

-25 大庭 字丸山地内 2025年12月26日

特定生産緑地（藤沢市）の指定
生産緑地法（昭和49年法律第68号）第10条の2第1項の規定に基づき，特定生産緑地を次のように指定する。

特定生産緑地番号

位置
生産緑地
地区番号

図面番号 備考
番号 枝番号

生産緑地地区
（都市計画）(㎡)

面積

0 1,110 7

申出基準日特定生産緑地(㎡)

590

583 583 520 0 520 1

124 5,570 1,740 3,830 2124

1,110

6

592 592 850 0 850 8

589 589 10,260 0 3,580

590

特定生産緑地の指定（案）について 6

②

③

①

④

⑤
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⑦

⑧



特定生産緑地の指定（案）について

湘南台
駅

長後駅

辻堂駅

本鵠沼駅

片瀬江ノ島駅

綾瀬市
海老名市

茅ヶ崎市

横浜市

鎌倉市

藤沢駅

大和市

六会日大前駅

善行駅

藤沢本町駅

鵠沼海岸駅

市町村名 藤 沢 市

件 名 特定生産緑地の指定

図面の名称 市 域 図

7

①図面番号1(箇所番号582)
菖蒲沢字仲ノ桜地内

④図面番号4(箇所番号585)
石川字大山地内

①図面番号1(箇所番号583)
菖蒲沢字仲ノ桜地内

②図面番号2(箇所番号124)
菖蒲沢字大平地内

②図面番号2(箇所番号132)
遠藤字菖蒲沢境地内

⑥図面番号6箇所番号589)
亀井野字浪谷地内

⑦図面番号7(箇所番号590)
亀井野字下屋敷添地内

⑤図面番号5(箇所番号587)
亀井野字土橋地内

⑧図面番号8(箇所番号592)
大庭字丸山地内

③図面番号3(箇所番号136)
遠藤字菖蒲沢境地内

③図面番号3(箇所番号138)
遠藤字菖蒲沢境地内

④図面番号4(箇所番号586)
石川字大山地内

③図面番号3(箇所番号181)
遠藤字菖蒲沢境地内



特定生産緑地の指定（案）について 8

菖 蒲 沢

葛 原

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

①ー１

（箇所番号582、583）



特定生産緑地の指定（案）について 9

葛 原

従前の土地
（今回の指定箇所）

仮換地（現在の営農箇所）

土地区画整理事業における仮換地指定状況（生産緑地番号582番）

582

①ー２



特定生産緑地の指定（案）について

特定生産緑地番号582番 現地写真 2025.9.4撮影

10

撮影位置、方向

仮換地先

①ー３



特定生産緑地の指定（案）について 11

葛 原

従前の土地

仮換地先

土地区画整理事業における仮換地指定状況（生産緑地番号583番）

583

①ー４



特定生産緑地の指定（案）について

特定生産緑地番号583番 現地写真 2025.9.4撮影

12

撮影位置、方向

①ー５



特定生産緑地の指定（案）について

遠藤

菖蒲沢

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

13

②ー１

（箇所番号124、132）



特定生産緑地の指定（案）について 14

特定生産緑地番号124番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

従前地
仮換地先

②ー２



特定生産緑地の指定（案）について 15

特定生産緑地番号132番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

②ー３



特定生産緑地の指定（案）について

菖蒲沢境
第一公園

菖蒲沢

遠藤

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

16

③ー１

（箇所番号136、138、181）



特定生産緑地の指定（案）について 17

特定生産緑地番号136番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

③ー２



特定生産緑地の指定（案）について 18

特定生産緑地番号138番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

③ー３



特定生産緑地の指定（案）について 19

特定生産緑地番号181番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

③ー４



特定生産緑地の指定（案）について

市立天神公園

イトーヨーカドー

菖蒲沢

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

20

石川

石川六丁目
遠藤

④ー１

（箇所番号585、586）



特定生産緑地の指定（案）について

市立天神公園

石川

21

586

585

従前の土地
（今回の指定箇所）

仮換地（現在の営農箇所）

土地区画整理事業における仮換地指定状況（生産緑地番号585、586番）

④ー２



特定生産緑地の指定（案）について 22

特定生産緑地番号585、586番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

仮換地先

④ー３



特定生産緑地の指定（案）について

今田

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

23

亀井野四丁目

亀井野

⑤ー１

（箇所番号587）



特定生産緑地の指定（案）について 24

特定生産緑地番号587番 現地写真 2025.6.26撮影

撮影位置、方向

⑤ー２



特定生産緑地の指定（案）について

狼谷公園

石川

天神町三丁目

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

25

亀井野

市立六会中学校

589

（箇所番号589）

⑥ー１



特定生産緑地の指定（案）について 26

特定生産緑地番号589番 現地写真 2025.6.26撮影

撮影位置、方向

589

⑥ー２



特定生産緑地の指定（案）について

亀井野

辻堂東海岸１丁目

亀井野三丁目

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

27

西俣野

（箇所番号590）

⑦ー１



特定生産緑地の指定（案）について 28

特定生産緑地番号590番 現地写真2025.6.26撮影

撮影位置、方向

⑦ー２



特定生産緑地の指定（案）について

大庭丸山公園

北の谷公園

大庭

辻堂東海岸１丁目

凡 例

生産緑地地区

特定生産緑地
新規指定区域

特定生産緑地
既指定区域

29

石川三丁目

市立駒寄小学校

（箇所番号592）

⑧ー１



特定生産緑地の指定（案）について 30

特定生産緑地番号592番 現地写真 2025.9.4撮影

撮影位置、方向

⑧ー２



今後のスケジュールについて 31

特定生産緑地指定の公示

2025年（令和7年）11月28日（本日） 都市計画審議会（諮問）

指定の手続き完了

【1995年（平成7年）指定生産緑地地区 今回指定予定箇所の流れ】


